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石 川県道路交通法施行細則の一 部 を改正する規則をここに公布する。

令 和三 年 三 月 三 十 一 日

石 県 公 安 委 回 目 月 ム 一 品)
 11 

石 川県公安委員会規則第三号

石 川県道路交通法施行細則の一 部 を改正する規則

石 川県道路交通法施行細則(昭和三 十 五年石川県公安委員会規則第十二 号 )の一 部 を次のように改正する。

第 三 十 五条第三 項 第 一 号 を次のように改める。

一 安 全運転管理者又は副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。 ) の戸 籍 抄本、住民票の写 し 、運

転 免許証の写 し 、健康 保険被保険者証の写し 又 は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利 用等 に

関 する法律(平成二 十 五年法律第二 十 七号)第二 条 第七項に規定する個人番号カl ド の 表面の写し

別 記様式第五を次のように改める。

国 一」 刊 燕刊行猶ω 歪 一 野

附 則

こ の規則は、令和三 年 四月一 日 から施行する。

行 政手 続における押 印の見直しのための関係規則の整 備に関する規則 をここに公布する。

令 和三 年 三 月 三 十 一 日

石 県 公 安 委 員 ム 一 品)
 11 

石 川県公安委員会規則第四号

行 政手 続における押印の見直しのための関係規 則の整 備に関する規則

( 石川県道路交通法施行細則の一 部 改正)

第 一 条 石 川 県 道路交通法施行細則(昭和三 十 五年石川 県 公安委員 会 規則第十二 号) の 一 部 を次のように改正する。

別 記様式第 一 及 び別記様式第一 の 四中「③」及び備考を削る。

別 記様式第一 の 六中「固」を削る。

別 記様式第三 及 び別記様式第四中「③」を削る。

別 記様式第 六中「⑧」を削り、 同様式備考1 中 「l 寸 併F J 」 を「〈河川m fJ」 に改め、同様式中備考2 を 削り、備考

ー を備考とする。

別 記様式第 七 から別記様式第七の八ま での規定中「⑨」を削る。

別 記様式第 十 一 の 二 中 「 圏」 及 び備考2を削り、備考1 を 備考とする。

別 記様式 第十一 の 三 中 「 圏」 及 び備考3 を 削る。

別 記様式第十一 の 四中「 吾 」 を「( 五一混蕗E 3期 ) 」 に改める。

別 記様式第十一 の 五中「 薄 」を「(五一淫 蕗 E 3Hm)漕 」に改める。

別 記 様式第十一 の 六中「 吾 」 を「(五一湿 薬理3 hm)」 に改める。



別 記様式第十二 中 「 吾 」を削る。

別 記 様式第十二 の 四 及 び 別 記 様式第十二 の 五中「⑨」を削る。

別 記 様式第十六及び別 記 様式第十六の一 の 二 中 「召」を削る。

別 記 様式第十六の二 中 「 ③ 」を削る。

別 記 様式第十六の三 中 「 ⑪ 」を削り、 同 様式備考1 中 「 昨 型J 知 的 仲間難「d

に 改める。

( 石川県 警察国有物品管理規則 の 一 部 改正)

第 二 条 石川県警察固有物品管理規則(昭和四 十年 石川 県 公 安委員会規則第二 号 )

第 十 二 条 第 二 項 中 「 押 印」を「記名」に改める。

第 二 十 三 条 中 「 記 名して、押名」を「記 名」に、「 記 名して押印」を「記名」

別 記様式第一 号 、別記様式第三 号 及び別記様式第四号中

4 4哨 ロ ω 有 印 } 42E(決 議 司 )

4社

別 記 様式第五号中

剖 緬 bラ

4者 江
z

士
口 4者

江
E

( 刊鄭制論)

4有II
J 

工口

書 酢束通議槻刊誌

相 」4 工口

召書 E E主 誠槻刊付時

相 」4

4社
意 F E主 誠刷閉山自国務

( 刊難時的

士
口

別 記 様式第六号中

改 める。
別 記 様式第七 号 中

4許

別 記 様式第八 号 中

期 加々 ミ主

苫 召」を「常習N NQFhm仲 間鱒」

の 一 部 を次のように改正する。

に 改める。

江耳 工
ロ

江
z ( 刊鄭』明治)

に 改める。工口

軍首 活

江耳 4社
意 酢来週磁槻刊誌

( 間帯時的

工
口

N吾-凪R
 

、、 重
喜

畑

4社 江
E

団

泊

( 明 間 帯討論)

4許士口

4者 江耳 司

江
z に 改める。

を

重再 畑

イ社 江
E

司

江
z ( 刊難討論)

に 改める。工
口

相
1
-li1 己
z

司

江
z

II
J 

を
を



4 4哨ロ ω 有 印 } 42E(決 議司) 剖 期 ミ主緬 bラ 加々

4社 江
E

四

事由快

4有
4有

己
z

江
z

工口
工口

問者坤省昔、
事台帳

に 改める。

別 記様式第九号から別記様式第十一 口 すまでの規定中「⑨」を削る。

別 記様式第十七号中「糊苗召 」 を「糊適時論」に改める。

別 記様式第十八号中「⑨」を削る。

( 石川県安全運転研修所管理規則の一 部 改正)

第 三条石川県安全運転研修所管理規則(平成二年石川県公安委員会規則第二 号 )の一 部 を次のように改正する。

別 記様式第一 号 中「⑪」及び備考を削る。

別 記様式第三 号中 「 ③」を削り 、同様式備考1 中 「 寸 ωτ 」 を 「 〈 尚一 ωτ 」 に改め、同様式中備考2 を 削り、備

考 ーを備考とする。

別 記様式第四号中「 ②」を削 り、 同 様式備考1 中 「l 司 ωτ 」 を 「 〈代俳F J 」 に改め、同様式中備考2 を 削り、備

考 1 を 備考とする。

別 記様式第五号中「②」 を 削り、同様式備考1 中 「 寸 ωτ 」 を 「 〈内，M F J 」 に改め、同様式中備考2 を 削り、備

考 1 を 備考とする。

( 年少者によるテレホンクラブ等営業の利用を助長する行為等の規制に関する条例施行規則の一 部 改正)

第 四条年少者によるテレホンクラブ等営業の利用を助長する行為等の規制に関する条例施行規則(平成八年石川県

公 安委員 会規 則第二 号 ) の 一 部 を次のように改正する。

別 記様式第一 号 中「②」を削り、同様式備考中2 を 削り、3 を 2 と する。

別 記様式第二 号中「②」を削 り、同様式備考中2 を 削り、3 を 2 と し、 4 を 3 と し、 5 を 4 と する。

別 記様式第三 号中「②」を削 り、同様式備考中2 を 削り、3 を 2 と し、 4 を 3 と する。

( 石川県放置 違反金に係 る納付、督促、滞納処分及び延滞金の徴収等に関する規則の一 部 改正)

第 五条石川 県 放置違反金に係る納付、督促、滞納処分及び延滞金の徴収等に関する規則(平成十八年石川 県 公安委

員 会規則第五号)の一 部 を次のように改正する。

別 記様式第三 号 ( 裏 ) 中「刊しy 「 苫召」を「関川」に改める。

別 記様式第四号中「 ②」を削 る。

別 記様式第九号(裏 ) 中 「 刊しf 「 苫吾」を「 刊 シ 」に改める。

別 記様式第十号中「 ⑨」を削 る。

( 石川県暴力団排除条例施行規則の一 部 改正)

第 六条石川県暴力団排除条例施行規則(平成二 十 三 年 石川県公安委員会規則第四号)の一 部 を次のように改正する。

別 記様式第二 号、 別記様式第三 号及 び別記様式第七号から別記様式第九号までの規定中「 ⑪」を削 る。

「 帯型「

古 川温り
記 様式第十四号中をに改める。

知 的③」伊永」

(石 川 県 警察審査請求手続規則の一 部 改正)

第 七条石川 県 警察審査請求手続規則(平成二 十 八年石川 県 公安委員会規則第八号)の一 部 を次のように改正する。

別 記様式第一 号 及 び別記様式第二 号 中「③」を削る。

附 則

1 こ の規則は、令和三 年 四 月 一 日 から施行する。

2 改 正 前 のそれぞれの規則の規定に基づいて作成した用紙は、なお当 分 の問、所要の調整をして使用することがで

き る。
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